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命 令 書（写）

申 立 人 Ｘ組合

代表者 執行委員長 Ａ１

被 申 立 人 Ｙ会社

代表者 代表取締役 Ｂ１

上記当事者間の徳労委平成２９年（不）第１号不当労働行為救済申立事件につい

て，当委員会は，平成３０年４月１２日，第６００回公益委員会議において，会長

公益委員豊永寛二，公益委員島内保彦，同米澤和美，同鈴木亜佐美，同 鍋恵美子

合議の上，次のとおり命令する。

主 文

１ 被申立人 Ｙ会社 は，申立人 Ｘ組合

から，平成２８年２月１８日及び平成２９年２月２１日付けで申入れのあった事

項を議題とする団体交渉に，速やかにかつ誠実に応じなければならない。

２ 被申立人は，本命令交付後１０日以内に，申立人に対し，次の文書を交付しな

ければならない。

平成 年 月 日
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（注 文書を交付した日を記載すること）

Ｘ組合

執行委員長 Ａ１ 様

Ｙ会社

代表取締役 Ｂ１

当社が， Ｘ組合 から，平成２８年２月１８日及び平成２９年２月

２１日付けで申入れのあった団体交渉に応じなかったことは，徳島県労働委員会にお

いて，労働組合法第７条第２号に該当する不当労働行為であると認められました。

今後は，このような行為を繰り返さないようにいたします。

３ 平成２７年夏・冬賞与の減額に関する申立ては却下する。

４ その余の申立てを棄却する。

５ 被申立人は，第１項及び第２項を履行したときは，当委員会に速やかに文書で

報告しなければならない。

理 由

第１ 事案の概要及び請求する救済の内容

１ 事案の概要

本件は，被申立人 Ｙ会社 （以下「会社」とい

う。）が，申立人 Ｘ組合 （以下「組合」という。）の組合員で

あるＡ２ （以下「A2組合員」という。）に対し，①平成２７年及び平成２８

年の夏・冬賞与の支給に当たり，平成２６年の夏・冬賞与額を下回る額を支給

したこと，②平成２６年７月を最後に，昇給を凍結（停止）していること，③
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マイナンバー（個人番号）の未提出を理由に，平成２８年分の年末調整手続を

行わなかったことが，労働組合法第７条第１号に，また，④平成２８年２月１

８日及び平成２９年２月２１日付けの組合からの団体交渉申入れに会社が応じ

なかったことが，同条第２号に，それぞれ該当する不当労働行為であるとして，

平成２９年４月５日，組合から救済申立てがなされた事案である。

なお，以降，引用部分を除き，西暦表記ではなく，元号表記を用いる。

２ 請求する救済の内容の要旨

(1) A2組合員の平成２７年及び平成２８年の夏・冬賞与のそれぞれの額と，平

成２６年夏・冬賞与額との差額全額について，年６分の法定利息を付けてA2

組合員に支給すること。

(2) A2組合員に係る平成２７年７月度及び平成２８年７月度の昇給を実施し，

その昇給後の各月の金額と，現に支払われている各月の金額との差額につい

て，年６分の法定利息を付けてA2組合員に支給すること。

(3) A2組合員の平成２８年分の年末調整手続について，会社側の負担において

実施すること。

(4) 平成２８年２月１８日及び平成２９年２月２１日に組合が申し入れた，人

事考課制度や賞与カット等を議題とする団体交渉について，誠意ある団体交

渉を行うこと。

(5) 会社及び Ｃ１グループ謝罪文の，会社を含む Ｃ１グループ全施設・病

院の正面玄関での掲示及びホームページでの公開。

第２ 本件の争点

１ 平成２７年の夏・冬賞与に関する救済申立ては，労働組合法第２７条第２項

に規定する申立期間内に行われたものといえるか。
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２ 平成２７年及び平成２８年の夏・冬賞与の支給に当たり，会社がA2組合員に

対し，（査定の結果）平成２６年の夏・冬賞与額を下回る額を支給したことは，

労働組合法第７条第１号の不利益取扱いに該当するか。

３ 会社がA2組合員の昇給を停止していることは，労働組合法第７条第１号の不

利益取扱いに該当するか。

４ マイナンバーの未提出を理由に，会社がA2組合員の平成２８年分の年末調整

手続を行わなかったことは，労働組合法第７条第１号の不利益取扱いに該当す

るか。

５ 平成２８年２月１８日付けで，組合が申し入れた団体交渉に関する救済申立

ては，労働組合法第２７条第２項に規定する申立期間内に行われたものといえ

るか。

６ 平成２８年２月１８日及び平成２９年２月２１日付けで，組合が申し入れた

団体交渉に，会社が応じなかったことに正当な理由があるか。

第３ 当委員会の認定した事実

１ 当事者等

(1) 会社は，肩書地に住所を有し，主として介護サービス事業，有料老人ホー

ム運営を業務とする株式会社で，平成２９年６月２３日時点，従業員は６１

名，うち１７名がパートである。

(2) 組合は，肩書地に住所を有し，主として徳島県内で働き，あるいは居住す

る労働者により平成２０年７月２０日に結成された労働組合で，申立時の組

合員数は１０名である。なお，会社には組合の分会（以下「分会」とい
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う。）があり，申立時の組合員はA2組合員１名である。

(3) A2組合員は，平成２１年１２月１日に組合に加入した後，平成２２年５月

２１日に会社に入社し，以後， Ｂ２施設 （以下「Ｂ

２施設 」という。）において，後記第３の７（２）のとおり勤務している

者である。

２ 救済申立てに至った経緯

(1) 平成２７年６月３０日午前９時頃，組合の執行委員長 Ａ１ は，A2組合

員ほか３名とともに，A2組合員が勤務するＢ２施設 において，労働組合結

成通告書を，同施設施設長 Ｂ３ （以下「Ｂ３施設長」という。）に渡し，

分会結成を通告した。

また，後記７（４）アのとおり，分会結成通告と同じ日に支給されたA2組

合員の平成２７年夏賞与の支給額が，前年の支給額と比べ８１，０００円の

減額となっていた。

【甲１，２４，審査の全趣旨】

(2) 分会結成通告後，組合は，５項目の要求事項を掲げ，平成２７年７月７日，

会社と第１回目の団体交渉を行ったが，いずれの要求事項も合意には至らな

かった。

【甲２２，乙３３，審査の全趣旨】

（第１回団体交渉の概要）

ア 平成２７年７月７日に実施された第１回団体交渉における協議事項は，

・ 労働条件の変更は組合と合意すること

・ パワーハラスメント行為に対する謝罪等

・ 事故の責任

・ 基本給の引上げ，残業代の完全支給，勤務評価の廃止
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・ 組合掲示板の設置を認めること

の５点であった。

イ これに対し，会社は，口頭により，

・ 労働条件の変更については職員に周知し合意を得られるよう努力して

いる。

・ パワーハラスメントが生じないよう研修等を行う。

・ 事故が起きないよう対策を採ることは必要である。

・ 残業をしてもらう場合には，職員に了解を得て残業をしてもらい，時

間外労働の申請を行ってもらって残業代を支払っている。賞与に関する

勤務評価の廃止及び基本給の引上げはできない。

・ 掲示板の設置は認めない。

等の回答をしている。

【甲２２，乙３３，審査の全趣旨】

(3) なお，このときの団体交渉では，A2組合員の賞与減額の件は交渉議題とは

なっておらず，組合は，平成２７年８月２１日，当委員会に対し，会社を相

手方として，「A2組合員の賞与額の復元」のほか，「A2組合員へのパワハラ

に対する謝罪」や「一人夜勤の撤廃」など６項目をあっせん事項としたあっ

せん申請を行った。

【当委員会に顕著な事実】

(4) これにより，同９月１８日及び１０月９日の２度にわたりあっせんを実施

し，当委員会のあっせん員から，会社が組合の要求を受け入れた部分につい

ての協定締結を組合に打診したが，組合は団体交渉を行うので協定締結の必

要はないと拒否した上で，同１１月１２日，会社と第２回目の団体交渉を行

ったが，いずれの要求事項も合意には至らなかった。

以下，同７月７日と同１１月１２日の２回の団体交渉を「過去の団体交
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渉」という。

【当委員会に顕著な事実】

（第２回団体交渉の概要）

ア 平成２７年１１月１２日に実施された第２回団体交渉の協議事項は，前

回の協議事項のほか，「賞与５０％カット分の返還」「平成２７年冬季賞

与」及び「３６協定」に関する事項が追加された。

イ これに対し，会社は口頭により，前回と同様の回答に加え，

・ カット率については，勤務評価に基づいて決定した。勤務評価の内容

の公表はできない。

・ 介護報酬の減算があり，A2さんだけが下がっているわけではない。

・ 会社なので，当然賞与については売り上げが大いに関係している。細

かいところまでのことをお伝えすることはできない。

・ 当然，わかっといてもらいたいのはA2さんだけが下がったとかそうい

うふうにしているわけではない。

・ 当然，それは一人一人職員さんの仕事，一生懸命している職員さんな

りよくしてくれる職員さん，人によっての価値観，取り方なりは違うと

いうかもわかりませんが，大なり小なりそんなんもある。

・ 平成２７年の冬季賞与額は，まだ決定されていない。

・ ３６協定については，今後，全体会議で従業員に周知する。

等の回答をしている。

ウ この回答に納得できない組合（A2組合員）からの再質問に対して，

・ そこまで介入する権利はない。

・ 経営権がある。

と会社は回答した。

エ さらに，賞与が減額された具体的な基準について，組合が再質問を行っ

たところ，会社は，
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・ なんでそれを答える必要があるのですか。こちらがこちらのやり方で

こちらの査定にあわせてしとるだけ。

・ 答える必要はないでしょ。

・ 基準はあるよ。基準はあるけど，それをあなたに開示する必要はない

でしょ。

・ 判断とか，評価とかは会社の方ですることやから，それに対してどう

こう言われる筋合いはない。

・ それが答えで，他にどんな答えがあるの。もうそれが答えじゃないで

すか。はっきり言ってるじゃないですか。言う必要ないでしょ。

と回答した。その後，議論は他の協議事項に移り，いずれも合意に達しな

いまま，団体交渉は終了している。

【甲２３，２９，乙３４，審査の全趣旨】

(5) その後，組合は会社に対し，平成２８年２月１８日付けで，「２０１６年

春闘要求書」により，以下の議題について，同３月２３日の団体交渉開催を

申し入れた。

・ 賃金引き上げについて，一律１０万円のベースアップをすること。

・ 安全について，個別の労働者の責任にすることなく，経営側が全て責任

を負っていることを確認すること。その上で一人夜勤は撤廃すること。

・ ２０１５年の夏賞与カット分を払うこと。全ての事業所の未払い残業代

を払うこと。

・ 賃金差別・職場の団結破壊につながる評価制度を廃止すること。

・ 非正規職制度を撤廃すること。全員正規で採用すること。

・ ３６協定を結ぶか否かは労働者の側で決定する。経営者は介入すること

をやめること。

・ 労働組合の掲示板を設置すること。

【甲４】
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(6) これに対し会社は，平成２８年３月１４日付け回答書を組合に送付した。

その回答書には，「２０１６年春闘要求書」に対する回答のほか，「団体

交渉日に関しては，調整中にて後日回答致します。」と記載されていた。

【甲５】

(7) しかし，組合申入期日の平成２８年３月２３日を過ぎても，会社から団体

交渉日の回答がなかったため，組合は，会社に対し，同４月１日付けで，再

度団体交渉日の確定を求める文書を送付した。

【甲６】

(8) これに対し，会社は，平成２８年４月９日に作成した回答書を組合に送付

した。その回答書には，「春闘申し入れ内容及び今日までの交渉内容につき

まして，当社と致しまして検討を重ねて参りましたが，応じることが不可能

な件であります。団体交渉日においても調整が困難であり，応じることがで

きかねます。本文書をもっての回答とさせて頂きます。」と記載されていた。

【甲７，Ｂ４ 証言】

(9) さらに，組合は，平成２９年２月２１日付けで「２０１７年春闘要求書」

により，以下の議題について，同３月１４日の団体交渉開催を申し入れた。

・ 全事業所の職員の基本給を１０万円アップすること。非正規職員につい

ては，時給換算で，正規職員と同額の賃金をアップすること。

・ 日中・夜間ともに，各ホール２名の職員を配置すること。（日中は入浴

介助者を除いて２名配置とすること）

・ A2組合員の２０１５年，２０１６年の夏冬賞与カット分を全額支払うこ

と。

・ 人事考課制度を廃止すること。
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・ 非正規職員の中で，希望者は全員正規雇用とすること。

・ 職員用トイレを増設し，男女別とすること。また，職員が横になれる休

憩室を増設すること。

・ 労働組合の掲示板を設置すること。

【甲８】

(10) しかし，前記（５）及び（９）の申入れに対する団体交渉は開催されず，

平成２７年１１月１２日の団体交渉を最後に，これまで団体交渉は行われて

いない。加えて，A2組合員の賞与額は，後記７（４）アのとおり，平成２７

年冬賞与以降も減額されたため，組合は，団交拒否やA2組合員に対する賞与

減額などの会社の一連の対応は，不当労働行為であるとして本件救済申立て

に至った。

【争いのない事実，審査の全趣旨】

３ 組合と会社間の労使関係について

(1) 組合は，平成２７年７月７日の第１回団体交渉において「人事考課制度廃

止」を要求項目として掲げるとともに，A2組合員も，平成２７年夏賞与の考

課時までは，自己評価を記載する人事考課表を作成し，会社に提出していた

が，平成２７年冬賞与の考課時からは，この人事考課表を提出していない。

【甲２，１１，乙２３，３３，３９，審査の全趣旨】

(2) 組合は，平成２７年７月頃，A2組合員の労働条件の変更等に関する一切の

ことは，労働組合との交渉による合意のもとで行うことを，電話で要求の上，

抗議している。

【甲２７，審査の全趣旨】

(3) 平成２７年１１月２１日付けの人事異動及び配置転換の前日である，同１
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１月２０日のリーダー会議において，Ｂ３施設長が，A2組合員を含む２人の

生活相談員に対し，生活相談員の業務に関する業務報告書を作成するよう指

示した。

また，同リーダー会議終了後，Ｂ３施設長が，A2組合員を通じて組合に対

し，社内での組合活動である更衣室ロッカーへのビラ貼りを控えてほしいと

の要望を伝えた。

【乙２９】

(4) 平成２７年１１月２２日，組合の執行委員で本件の補佐人ともなっている

Ａ３ （以下「Ａ３」という。）がＢ２施設 を訪れ，Ｂ３施設長に対し，

業務報告書の使用用途をA2組合員に説明するよう求めた。この際，Ａ３とＢ

３施設長との間で，業務報告書の作成指示が業務命令に当たるか否かのやり

取りがあった。

また，Ａ３から，ロッカーへのビラ貼りは施設の物を壊すものではないた

め，違法ではなく不当介入に当たるとして，団体交渉事項とする旨の発言が

あった。

【乙２９】

４ 会社の人事考課制度について

(1) 会社には，従業員の考課に関する基準及び実施手続について定めた人事考

課規程（平成２２年４月１日から施行）があり，会社は，この規程に基づき，

従業員の勤務成績を評価，判定し，（以下，この会社の行為を「人事考課」

という。）その結果を昇給，賞与，昇進等の基礎資料として活用している。

【乙７】

(2) 平成２６年夏賞与以降の人事考課において，評価の対象となる考課要素は，

１０項目（①清掃・整理整頓，②上司への報告・連絡・相談と仕事の迅速性，

③記録の期限厳守と内容（平成２８年においては「情報の共有」），④利用
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者に対する対応（平成２８年においては「接客及び電話応対」），⑤仕事に

対しての創意工夫，⑥利用者や外来者に対する身だしなみ・挨拶，⑦短期目

標に対する評価，⑧原価意識，⑨専門的技術・技能・知識，⑩勤務態度）で

ある。

【甲１１，１２，乙２３の４，２３の５，２３の６，３９の４，３９の５，

３９の６，４４，４５】

(3) 人事考課の具体的方法は，人事考課表を用いて，考課者が，各考課要素ご

とに，２点，４点，６点，８点，１０点の５段階の点数評価を行い，満点は

１００点となっている。（以下，５段階の点数評価の合計点を「評価点数」

という。）。また，従業員自らも同様の方法により点数評価（自己評価点

数）を行うとともに「反省」や「今後の課題」を記載する。

なお，A2組合員は，平成２７年冬賞与以降，自ら自己評価を行った人事考

課表を会社に提出していない。

【甲１１，１２，乙２３の４，２３の５，２３の６，３９の４，３９の５，

３９の６，４４，４５】

(4) 評価の５段階は，①きわめて優れている，②優れている，③普通，④やや

劣っている，⑤かなり劣っている，であり，「優れている」以上は，期待し

たレベルを上回る成果をあげ，執務態度も良い場合であり，「やや劣ってい

る」以下は，期待した成果に対し不満があり，能力が不足しているとされて

いる。

【乙７】

(5) 「賞与及び昇給に係る考課対象期間及び提出時期」については，次表のと

おりである。

区分 考課対象期間 人事考課表提出時期

夏賞与 １０月１日～３月３１日 毎年４月２０日

冬賞与 ４月１日～９月３０日 毎年１０月２０日
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昇給等 昇給時期前の１年間 毎年２月末日

【乙７】

(6) 「被考課者及び考課者」については，次表のとおりであり，考課者のいず

れかが不在の部署においては，考課者を順次繰り上げるか，第一次考課者に

とどめることとなっている。

被考課者 第一次考課者 第二次考課者 第三次考課者

一般社員 主任 施設長 部長

【乙７】

５ 会社の賞与制度について

(1) 会社の就業規則第４１条には，「従業員の賃金並びに賞与は，別に定める

『賃金規定』により支給。」と規定されている。

【乙２６】

(2) 賞与は，同規定第１８条第１項には，「原則として毎年７月（査定対象期

間は前年１０月１日から３月３１日）及び１２月（査定対象期間は４月１日

から９月３０日）に，支給日に在籍する従業員に対し支給する。ただし，会

社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には，支給時期を

延期し，減額又は支給しないことがある。」と規定され，また，同第２項に

は，「前項の賞与の額は，会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して

各人毎に決定する。」と規定されている。

【乙２６】

(3) また，賞与額は，「基本給×支給月数×各人ごとの評価率（以下，各人ご

との評価率を「賞与算定評価率」という。）」により算定され，平成２３年

から平成２８年までの夏・冬各賞与の支給月数は，いずれも１．５か月であ

る。
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【乙２５の３，２５の４，審査の全趣旨】

(4) なお，賞与算定評価率は，前記４のとおり行われる人事考課の結果により

決定されるが，評価点数が何点の場合に賞与算定評価率を何％とするという

ような評価点数と賞与算定評価率との関係性を示す規定はない。

【審査の全趣旨】

６ 会社の昇給制度について

(1) 会社の賃金規定第２条によると，賃金は，基本給，手当（資格手当，通勤

手当，職務手当，夜勤手当）及び割増賃金から構成されており，同規定第１

７条第１項には，「昇給は，原則として毎年４月，７月，１０月，１月をも

って，職務手当について行うものとする。」，また，同第３項には，「昇給

額は，従業員の勤務成績等を考慮して各人毎に決定する。」と規定されてい

る。

【乙２６】

(2) 具体的には，社員の①業務実績（業務の確実な進捗・達成度），②勤怠状

況，③業務への取組姿勢，④他の職員との協調性などを考慮して決定され，

その手続は，毎年原則として４月，７月，１０月，１月に会社本部が作成し

た昇給対象者リストに基づき，統括部長が各施設の施設長と前記①乃至④を

考慮して協議の上，昇給案を作成し，社長による精査を受けて最終決定する

こととなっている。

【審査の全趣旨】

(3) また，職務手当から基本給への移行について，同規定第１７条第１項には，

「勤務年数５年を経過した者については職務手当より昇給分５年分の合計を

職務手当より基本給へと移行する。ただし，会社の業績の著しい低下その他

やむを得ない事由がある場合には，この限りではない。」と規定されている。

【乙２６】

(4) なお，会社の賃金規定には，評価点数が何点の場合に昇給額をいくらとす
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るというような，評価点数と昇給額との関係性を示す規定はない。

【審査の全趣旨】

７ A2組合員に関することについて

(1) A2組合員の組合活動について

ア A2組合員は，過去の団体交渉に組合の書記長として参加し，職場環境の

改善に向けた要求を行うとともに，A2組合員が担当する業務を円滑に実施

するために必要な，管理者としての指導方法の在り方や，A2組合員に係る

平成２７年夏賞与の支給において賞与算定評価率が５０％となった理由及

びその評価の基準，３６協定締結における代表者の選出方法等について，

会社の対応を質問するなど，団体交渉において，組合の執行委員長を補佐

する役割を果たしていた。

【甲２９，乙３３，３４，審査の全趣旨】

イ また，平成２５年６月中旬頃，A2組合員は，Ｂ２施設 の施設内におい

て，勤務時間終了後や休憩時間に，動労千葉によるＪＲに対する解雇撤回

・職場復帰の署名を，組合活動として呼びかけていた。

【A2証言，審査の全趣旨】

ウ さらに，平成２７年１月頃， Ｃ２ （以下「Ｃ２」という。）がＢ２

施設 へ就職したことを契機に，組合への加入を勧誘した結果，Ｃ２は，

組合結成通告書に名を連ねることとなった。また同時期に，会社が運営す

る別施設である Ｂ５施設 の介護職員であるＣ３ にも組合加

入を呼びかけていた。

【A2証言，審査の全趣旨】

エ なお，Ｂ３施設長は，A2組合員がＢ２施設 施設内で動労千葉によるＪ

Ｒに対する解雇撤回・職場復帰の署名活動を行っていたことは知っていた

が，その活動を組合活動とは認識していなかった。

A2組合員による分会結成の事実を会社が知ったのは，Ｂ２施設 におい

て，平成２７年６月３０日に，組合から労働組合結成通告書を受け取った
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ときである。

【乙４８，Ｂ３証言，Ｂ４ 証言】

(2) A2組合員の勤務について

ア 会社における生活相談員の業務について

(ｱ) A2組合員が従事する生活相談員という職種の役割は，一般的には，

「介護施設において，利用者及び利用者家族に対して施設の入退所手続

の説明を行うとともに，利用者の個別援助計画（ケアプラン）の作成や

利用者又は利用者家族からの相談に対応して必要な援助を行うほか，関

連機関との連絡・調整や苦情の窓口調整業務を担う」とされ，事業所ご

とに１名（常勤換算）の配置が必要となっている。

(ｲ) 会社から書証として提出された「相談員業務マニュアル」では，生活

相談員の業務として「入所における相談業務」，「居室，ベットの調

整」，「契約に関する説明」，「ケアプランの作成」，「他職種への申

し送り」，「退所時連絡表の作成」，「利用状況表の作成」などの業務

が，列記されている。

(ｳ) A2組合員が勤務するＢ２施設 においては，介護保険法の配置基準で

は，１名の生活相談員の配置で足りるところ，生活相談員の業務を円滑

に実施するために，平成２７年７月２１日から，更に１名の採用・配置

を行った。

【甲２５，乙２７，４７，審査の全趣旨】

イ A2組合員の勤務状況について

(ｱ) A2組合員は，大学卒業後，「障がい者枠」で会社に採用され，最初の

勤務先がＢ２施設 であった。

【争いのない事実】

(ｲ) A2組合員は，生活相談員の資格要件である「社会福祉主事任用資格」

は有しているものの，国家資格である社会福祉士は有していない。

【A2証言】
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(ｳ) A2組合員に，遅刻や欠勤の記録はなく，勤務予定表どおりの勤務実績

であった。

【争いのない事実】

(ｴ) 平成２６年５月にＢ３施設長が施設長業務を引き継いだ際，同施設長

からA2組合員に対し，「身体的ハンディがあるので，全てをできるよう

になることはできないかもしれないが，パソコンのスキルは持っている

と思うので，座ってできるパソコン業務やデスクワークをしっかりやっ

ていけるようになってほしい。」と話があり，午前中はホールで介助の

手助けを，午後は事務所で家族対応や新規利用者に対する施設の情報提

供，利用受付表の作成，退所時連絡表の作成などを行うよう指示された。

【乙４７，Ｂ３証言】

(ｵ) 会社は，平成２７年７月７日の第１回団体交渉の要求項目である「仕

事を教えるということについて明確な体制と基準を労組側と合意するこ

と」に応えるため，A2組合員に対して何ができるかを検討した結果，A2

組合員とＢ３施設長との協議により，同１２月２９日から，会社の相談

員業務マニュアルに列記された業務のうち，退所時連絡表の作成及び利

用状況表（利用状況報告書）の作成のみを担当業務とすることとした。

なお，A2組合員に当該業務を指示するに当たっては，Ｂ２施設 のも

う一人の生活相談員に対し，利用状況報告書の作成方法などについての

指導をA2組合員に行うよう，併せて指示している。

【乙２９，４７，Ｂ３証言，A2証言】

(ｶ) 「退所時連絡表」は，利用者が施設を退所する際，家族への連絡事項

を記載した文書であり，「利用状況報告書」は，利用者に関する情報を

利用者担当のケアマネージャーに報告するための文書である。

【乙２８，３１，４０，４１，４２，４３，Ｂ３証言，審査の全趣旨】

(ｷ) これらのうち，「退所時連絡表の作成」については，A2組合員が入社

以来行ってきた業務で，「利用状況報告書の作成」については，（担当



- 18 -

開始時期が不明であるが）一度中断しており，平成２７年１２月２９日，

Ｂ３施設長とA2組合員との協議により，再度担当することとなった業務

である。

【乙２９，４７，Ｂ３証言，審査の全趣旨】

(ｸ) A2組合員が作成した「退所時連絡表」では，食事，入浴，排泄，日常

生活，特記事項・連絡事項，医療・看護状況に関する記載内容が，ほぼ

同じ文言であったり，利用者の体温，脈拍，血圧まで同一となっている

ものまである。

【乙４０，Ｂ３証言，審査の全趣旨】

(ｹ) さらに，平成２８年１月から４月分としてA2組合員が作成した「利用

状況報告書」には，１１か所の特記事項欄のうち，６か所から９か所の

無記入欄があり，全ての欄に記入のある他の生活相談員作成の「利用状

況報告書」と比較して，記載内容に明らかな差がある。

【乙４２，４３，Ｂ３証言，審査の全趣旨】

(ｺ) 生活相談員は，「利用状況報告書」を毎月末に作成した上で，施設長

に提出する必要があるところ，A2組合員は，未提出であったため，後記

第３の７（３）キのとおり，Ｂ３施設長から指導を受けている。

【乙２９，３０，Ｂ３証言】

(ｻ) なお，A2組合員には，他の従業員と同様，専用のパソコンはなく，

「退所時連絡表」等の作成を行う場合，他の従業員との調整の上，パソ

コンを使用する状況にあった。

なお，パソコンは，当該施設に６台あり，そのうちの１台は移動可能

なノートパソコンである。

【A2証言，Ｂ３証言，審査の全趣旨】

(ｼ) A2組合員が，「退所時連絡表」１枚を作成するために要する時間は，

４０分から１時間程度であった。

【乙２９，３０，４７，Ｂ３証言，審査の全趣旨】
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(3) A2組合員に対する指導について

ア Ｂ３施設長が，Ｂ２施設 の介護主任となった平成２５年６月からの，

同人によるA2組合員に対する指導方法の中には，A2組合員の入社以来の勤

務状況や身体的な障がいを踏まえ，生活相談員としての仕事ではなく，座

っていてもできる食事介助や居室内の環境整備（清掃やシーツ交換等）等

の軽作業や，寝たままの姿勢で入る特別浴での入浴介助などを二人で一緒

に行うことにより，介護の仕事を経験・修得させるものもあった。

【乙４７，Ｂ３証言，審査の全趣旨】

イ しかし，A2組合員が，この介護の仕事を十分行えない状況が続いたため

再度，生活相談員業務に戻した。なお，この介護職としての従事期間は，

平成２５年９月の１月間のみであり，介護職を命じた平成２５年９月１日

付け労働条件通知書及び生活相談員に復帰を命じた平成２５年１０月１日

付け労働条件通知書には，本人の押印がある。

【乙２５，４７，Ｂ３証言】

ウ Ｂ３施設長がＢ２施設 の施設長となった，平成２６年５月当時のA2組

合員に対する指導内容は，パソコンでの業務やデスクワークを十分行える

ようになること，午前中はホールでの介助の手助け，午後からは事務所で

家族対応や新規利用者に対する施設の情報提供，利用受付表の作成，退所

時連絡表の作成などを指示するものであった。

【乙４７，Ｂ３証言】

エ A2組合員からの申出による社会福祉士資格取得のため，Ｂ３施設長は，

平成２７年２月から３月頃まで，A2組合員の有給休暇申請を認めることに

より，研修機会の確保とともに，不在時のフォローも行ったが，結果とし

て社会福祉士資格の取得はできていない。

【乙４７，Ｂ３証言，A2証言】

オ 平成２７年３月２６日，Ｂ３施設長は，電話で，A2組合員に対し，「こ

こまでの期間で，これができるようになりたいですということぐらいでき
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んのか。」「おまえ自分にそんな甘いことでどないすんえ。もっと自分に

負荷をかけて追い込めや。そうせん以上，絶対おまえ，成長せんけん。」

「これだけ言よって，なんでわからんのんなあ。ほんまに。イライラする

わあ。何にも思わんかったら，言えへんわあ。」「これだけ部長も言うて

くれようて，それかあ。これでいかんということに，早よ気がつけや。」

「仕事しよんぞ。ここで，遊びよんちゃうけんな。」「何しよんな，ここ

へきて毎日。」と厳しい口調で言った。

【甲２１，Ｂ３証言】

カ また，Ｂ３施設長は，A2組合員への指導中，「何回ぐらい教えたらでき

るようになりますか。」とA2組合員に尋ね，「１００回ぐらい。」との回

答があったため，自分が１００回指導したことを覚えていることができる

よう「指導メモ」を残すこととし，その「指導メモ」は，平成２７年５月

２４日分から平成２９年３月２２日分までが書証として提出されている。

【乙２９，３０，Ｂ３証言】

キ A2組合員に対する「指導メモ」に記載されている指導とその結果の概要

は次のとおりであり，特に明示しない限り，Ｂ３施設長による指導である。

【乙２９，３０】

(ｱ) 平成２７年５月２４日

新規利用者からの利用依頼と相談において，相談者との間で意思疎通

を図ることができなかったことについて，施設長不在時には生活相談員

としての職務を遂行するよう口頭で指導した。

(ｲ) 平成２７年６月１３日

利用者の入浴表の作成を依頼していたが，ミスが発見されたため，作

成方法の指導を受けたかどうかを確認したところ，「指導を受けていな

い。」との返答だった。ユニットリーダーは指導したとのことであった

が，作成は困難と判断し，以後この業務はユニットリーダーが担当する

こととした。
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(ｳ) 平成２７年６月２７日

A2組合員が，連絡なしに休日出勤していたため，できる仕事と時間内

で行える業務について話し合い，担当業務を「身体拘束委員会委員長業

務」，「あらかじめ決められた場所及び方法による清掃」，「現場・ホ

ールでの見守り業務」，「全体会議の議事録作成」とした。なお，「退

所時連絡表の作成」は，同７月末まで続けるよう指示した。

(ｴ) 平成２７年７月１日

A2組合員が休日出勤していたため，業務時間内にできず，仕事が残っ

ても休日には出勤しなくてもよいと指示した。

(ｵ) 平成２７年７月３日

研修会や業務に関連する提出物の期限内作成，休日・退社後の出社に

ついては，施設長に理由を報告し許可を得ることを指導した。

(ｶ) 平成２７年７月８日

A2組合員が掃除を担当している玄関内の長椅子を，Ｂ３施設長がA2組

合員に代わり拭き掃除を行ったことから，長椅子の上も拭くよう掃除の

仕方について指導した。

(ｷ) 平成２７年７月９日

ＦＡＸ送信表の作成・書き方，問合せへの対応方法，料金表の内容に

ついて指導した。

(ｸ) 平成２７年７月１４日

身体拘束委員会の活動の進捗状況について確認したが，書類の作成等，

手つかずの状況であったため，A2組合員と協議の上，委員長の任を解い

た。

(ｹ) 平成２７年７月１６日

居室において酸素吸入している利用者への台風等による停電時の対応

について指導した。

(ｺ) 平成２７年７月２０日
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A2組合員が，玄関の下駄箱の上にビニール袋に入った雑巾を置いたま

まにしていたので，掃除を「ちゃんとやろうな。」と静かに促した。

(ｻ) 平成２７年７月２５日

A2組合員が，玄関の下駄箱の上にビニール袋に入った雑巾を置いたま

まにしていたため，置き忘れないよう指導した。

(ｼ) 平成２７年７月２６日

退所時連絡表の作成について，前と同じ文面であったことから，現に

目で状況を確認して記載するよう指導した。

(ｽ) 平成２７年８月４日

雑巾の片付け方等について指導するとともに，研修会のレポートや超

過勤務の用紙を全く提出しないことについて，どういう認識を持ってい

るのかを確認した。A2組合員は，「レポートについては，提出する意味

がわからない。」「超勤の用紙は自分の意思で出していない。」と答え

た。

(ｾ) 平成２７年８月２８日

利用者からの荷物チェックに関する苦情に対する，今後の同種事例へ

の対応方法を指導した。

(ｿ) 平成２７年９月２３日

A2組合員がトイレ介助を担当した利用者のリハビリパンツの中が，大

量の尿で汚れていたため，トイレ介助の際の対応について指導した。

(ﾀ) 平成２７年９月２６日

超過勤務を行う場合や有給休暇を取得する場合等の事務手続について

指導した。併せて上司の許可を受けない社内文書の持ち出し禁止につい

ても指導した。

(ﾁ) 平成２７年９月３０日

有給休暇の取得方法，超過勤務を実施する場合の施設長への報告，報

告書等の期限内での作成・提出について，A2組合員も含めたユニットリ
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ーダー及び生活相談員の会議を行い確認した。

(ﾂ) 平成２７年１０月１２日

洗濯室に，バケツと雑巾が放置されていたので，Ｂ３施設長は，Ｂ２

施設 の環境衛生委員長に，A2組合員に対する片付けの指導を依頼した。

環境衛生委員長は，同日速やかに，A2組合員に対して片付け方法を指

導した。

(ﾃ) 平成２７年１０月１５日

A2組合員にトイレ介助を求めてきた利用者に対して，まだ大丈夫と自

分で判断し，トイレ介助の対応をしなかったため，トイレ介助について

指導した。

看護師から指導を受け，「すぐに対応すべきことは知っている。」と

返答した。

(ﾄ) 平成２７年１１月２０日

生活相談員の業務として，業務報告書を作成するよう指示したが，拒

否した。このため，生活相談員業務は，報告・連絡・相談が大切であり，

そのためのツールとして使用する等の指導を行ったが，応じなかったこ

とから，業務指導拒否と判断し，作成させることを中止した。

(ﾅ) 平成２７年１２月２９日

第３の７（２）イ（オ）のとおり，A2組合員に対して相談員業務マニ

ュアルに基づき施設長から業務内容の提案を行い，A2組合員との合意の

もとに業務内容を確定した。

(ﾆ) 平成２８年３月１日指導面接

平成２７年１２月２９日に，自らの業務とすることに同意したにもか

かわらず，利用状況報告書の期限内提出ができず，また，社内文書を自

宅に持ち帰り作業をしていたため，期限内提出と自宅持ち帰り作業禁止

を指導した。

この指導を踏まえ，「期日を確実に守る。」「平成２８年４月３０日
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までに利用状況報告書５名分について，内容確認を受け，パソコンにて

出力できる状態で提出する努力をする。」，「自宅に持ち帰り，個人情

報を作成することは禁止する。」「目標達成のツールとして報告書の作

成手順を作成し交付する。」旨の同３月２日付けの指導書を交付した。

(ﾇ) 平成２８年４月１日指導面接

利用状況報告書が期限内に未提出であったため，作成・提出を指示し

た。（未提出利用状況報告書の枚数は２枚）

A2組合員に確認すると，Ｂ６生活相談員に作成を依頼しており，「完

成した状態で提出するにはどのように書いてよいのかわからない。」と

の発言があった。

(ﾈ) 平成２８年４月３日指導面接

同３月１６日開催の施設研修会参加者報告書の提出を指示した。（未

提出研修参加報告書の枚数は１枚）

(ﾉ) 平成２８年４月３０日指導面接

毎月末に提出が必要な利用状況報告書の作成ができないとの相談があ

ったため，その作成方法として，利用者を観察して情報を集めることを

指導した。（未提出利用状況報告書の枚数は複数枚）

しかし，A2組合員の業務能力を超えた業務であると判断し，同５月か

らの利用状況報告書の作成業務を中止した。

(ﾊ) 平成２８年５月２日指導面接

同４月３０日に発生した利用者からのクレームに関する原因究明のた

めの顛末書の提出を指示するが，顛末書は提出されなかったため，業務

命令拒否と判断した。（未提出顛末書の枚数は１枚）

A2組合員は，「顛末書を書く意味がわからない。」と発言している。

(ﾋ) 平成２８年８月１４日指導面接

退所時連絡表３名分の作成について，進捗状況を確認したところ，２

名分はできているとA2組合員から回答があり，未作成１名分の報告書作
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成をＢ３施設長に依頼してきたため，これ以上話しても理解困難と判断

し，１名分についてはＢ３施設長が作成した。

その際，A2組合員は，だらだらと仕事をしていたわけではないので，

指導する場所や言い方に気をつけるべきだと反論している。

(ﾌ) 平成２８年８月１５日指導面接

A2組合員から他の業務に従事するため，勤務時間内に退所時連絡表２

名分の作成ができないことを理由に，Ｂ３施設長に作成依頼があった。

担当者間での役割分担や時間配分により書類作成時間を生み出すことを

指導し，今回については，A2組合員自身に退所時連絡表を作成させた。

(ﾍ) 平成２８年８月２４日指導面接

退所時連絡表は，本来２部作成し，１部は利用者に交付し，残りの１

部は利用者個人ファイルに綴じ込むようにしていたところ，Ｂ２施設

の Ｂ７ から，個人ファイルへの綴じ込みが不十分である

との報告があったため，A2組合員に対して，８月中に全ての退所時連絡

表を確認し，正確に綴じ込むよう指示した。

(ﾎ) 平成２８年８月３１日指導面接

８月２４日に指導した退所時連絡表の綴じ込みの進捗状況を確認し，

作業が進んでいないため，進まない原因として理解できないことや疑問

を相談するよう指導し，翌月末までに作業を完了するよう指示した。併

せて，再度，利用状況報告書の作成業務を行うよう指示した。（平成２

８年度分の利用者の半数以上のファイル整理が未了）

(ﾏ) 平成２８年１０月１日指導面接

平成２８年８月３１日の指導で依頼した９月分の利用状況報告書が未

作成であったため，代わりにＢ６生活相談員が当該書類を作成した。こ

のため，１０月分からA2組合員が作成するよう指示した。（９月分の利

用状況報告書全部が未完成）

(ﾐ) 平成２８年１０月３１日指導面接
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１０月分の利用状況報告書の作成状況の確認を行ったところ，提出日

にもかかわらず作成できていなかったため，できない理由を事前に報告

するよう指導した。

(ﾑ) 平成２８年１１月３０日指導面接

１１月分の利用状況報告書の作成状況の確認を行ったところ，必要な

人数分の報告書のうち一部が未作成であり，作成されている報告書にも

不備な点があったため，訂正を指示し再提出を求めた。また，書類の自

宅への持ち帰りも確認されたので，個人情報に関する書類の自宅への持

ち帰り，自宅での書類作成作業の禁止を通告し，併せてパソコンは５台

あるため，作業ができるよう時間調整することを指導した。

(ﾒ) 平成２８年１２月２日指導面接

１１月分の利用状況報告書を作成することができなかったので，１２

月分以降は１名分だけの報告書を作成するよう指導した。

(ﾓ) 平成２９年１月２日指導面接

利用状況報告書の作成件数を毎月１件ずつ増やしていくことを提案し，

１月については２名分の利用状況報告書を作成することとし，A2組合員

も了解した。

(ﾔ) 平成２９年３月２２日指導面接

退所する利用者に対して退所時連絡表を交付する際には，利用に当た

っての感謝を伝えるなどの配慮について指導した。

３月末に作成する必要があった利用状況報告書４名について確認した

ところ未作成であったため，月初めに他の生活相談員と担当する利用者

の利用状況報告書作成の役割分担を協議しておくよう指導した。

(4) A2組合員の賞与額，昇給の推移等について

ア 賞与額の推移について

A2組合員が，会社に入社してから平成２８年冬までに支給された賞与額

の推移は次のとおりである。
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平成２３年夏賞与額 １９５，０００円 前期対比

平成２３年冬賞与額 ２０３，０００円（ ８，０００円）

平成２４年夏賞与額 ２０２，５００円（ △５００円）

平成２４年冬賞与額 ２０３，０００円（ ５００円）

平成２５年夏賞与額 １８２，２５０円（△２０，７５０円）

平成２５年冬賞与額 １８２，２５０円（ ０円）

平成２６年夏賞与額 １８２，２５０円（ ０円）

平成２６年冬賞与額 １８２，２５０円（ ０円）

平成２７年夏賞与額 １０１，２５０円（△８１，０００円）

平成２７年冬賞与額 １０１，２５０円（ ０円）

平成２８年夏賞与額 ８１，０００円（△２０，２５０円）

平成２８年冬賞与額 ６０，７５０円（△２０，２５０円）

【乙１，１１～２２，審査の全趣旨】

イ 昇給の推移について

A2組合員が，会社に入社してから本申立時までの昇給の推移は次のとお

りである。

（平成２３年５月度の基本給 １３５，０００円）

昇給（職務手当） ２，０００円

（平成２４年１０月度の基本給 １３５，０００円）

昇給（職務手当） ４，０００円

（平成２５年６月度の基本給 １３５，０００円）

昇給（職務手当） ６，０００円

（平成２６年７月度の基本給 １３５，０００円）

昇給（職務手当） ８，０００円

その後の昇給期（各年７月度）における昇給はない。

【審査の全趣旨，争いのない事実】

(5) A2組合員の自己評価と施設長による評価について
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ア 本件申立事項である，平成２７年，同２８年夏・冬賞与に係る，A2組合

員の自己評価点数及び施設長による評価点数は次のとおりである。

（１００点満点中）

区 分 A2組合員自己評価点数 施設長評価点数

平成２７年夏賞与 ２６点 ２４点

平成２７年冬賞与 人事考課表未提出 ２８点

平成２８年夏賞与 人事考課表未提出 ２４点

平成２８年冬賞与 人事考課表未提出 １８点

評価の段階が「普通」の場合の評価点数 ６０点

イ また，本件申立て以前の，A2組合員の自己評価点数及び施設長による評

価点数は，次のとおりである。

（１００点満点中）

区 分 A2組合員自己評価点数 施設長評価点数

平成２３年夏賞与 ６４点 ６５点

平成２３年冬賞与 ５７点 ５７点

平成２５年冬賞与 ５６点 ４６点

平成２６年夏賞与 ４４点 ４４点

評価の段階が「普通」の場合の評価点数 ６０点

注：平成２６年夏賞与以降は，１０項目（各１０点満点）について２点刻

みの評価方法で，それ以前は，２０項目（各５点満点）について１点刻

みでの評価方法であった。なお，平成２３年冬賞与の施設長評価点数の

うち点数の誤計算は補正している。

【乙２３，３９，４４，４５，審査の全趣旨】

８ A2組合員と他の従業員との比較について
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(1) 賞与算定評価率について

ア 本件申立事項である，平成２７年，同２８年夏・冬賞与に係る，A2組合

員の賞与算定評価率と，会社の各施設ごとの，A2組合員を除く，他の従業

員の平均賞与算定評価率は次のとおりである。

区 分 A2組合員 Ｂ２施設 Ｂ８施設 Ｂ５施設

平成２７年夏賞与 ５０％ ９１％ ９３％ ９１％

平成２７年冬賞与 ５０％ ８９％ ９１％ ９１％

平成２８年夏賞与 ４０％ ８２％ ８８％ ８５％

平成２８年冬賞与 ３０％ ８４％ ９２％ ８８％

注：上記の表中の「Ｂ２施設 」「B8施設」「B5施設」は，それぞれ，会社

の運営する介護施設で，順に「 Ｂ２施設 」「

Ｂ８施設 」「 Ｂ５施設 」を指す。

イ また，各施設全体における賞与算定評価率の分布は次のとおりである。

（単位：人）

賞与算定評価率 平成２７年 平成２７年 平成２８年 平成２８年

夏賞与 冬賞与 夏賞与 冬賞与

１００％ ２２ １５ １２ １２

９５％ ０ ６ ４ ５

９０％ １０ １６ １０ １０

８５％ ０ ０ ５ ３

８０％ ７ ４ ８ ９

７５％ ０ １ ０ ２

７０％ １ １ ３ １

６５％ ０ １ １ ０

６０％ １ ０ ２ １

５５％ ０ ０ ０ ０
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５０％ １ ２ １ ０

(A2組合員) (A2組合員)

４５％ ０ ０ ０ ０

４０％ ０ ０ １ ０

(A2組合員)

３５％ ０ ０ ０ ０

３０％ ０ ０ ０ １

(A2組合員)

注：上記表の数字は，各施設で勤務している従業員に対する賞与算定評価

率を決定した際の決裁文書による従業員数である。

なお，この表のほか，証拠資料としての提出はないが，準備書面にお

いて，平成２８年夏賞与時に，賞与算定評価率２５％と０％（不支給）

の者が各１名いるとの主張がある。

【乙８，９，１０，審査の全趣旨】

(2) 昇給停止者と賞与算定評価率との関係について

賞与算定評価率がA2組合員より高い者や，夏賞与時から冬賞与時にかけ，

賞与算定評価率が大きく改善した者について，昇給が停止された例が認めら

れる。

【乙７，３２，審査の全趣旨】

９ マイナンバー未提出に伴う年末調整手続の未実施について

(1) 平成２８年１２月９日，Ｂ９ 事務所内において，平成２８年分の年末調

整手続に必要な書類を，A2組合員が会社に提出しようとしたが，対応した会

社事務員は，「マイナンバーが書かれていないので，お返しします。」と言

って，年末調整関係書類を受け取らなかった。

(2) そして，当該事務員は，「事業所は従業員にマイナンバーを提出してくだ
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さいと言わなければならない。」等と言い，A2組合員からの書類を最後まで

受け取らずに，会社として年末調整手続を行わなかった。

(3) 会社は，全従業員に対して，「マイナンバーに関するお願い」により，

・ 平成２８年１月から社会保障や税の分野の手続，災害対策でのマイナ

ンバーの利用が始まること

・ 給与所得の源泉徴収票，年末調整など社会保障と税に関する行政向け

提出書類に記載するために従業員はじめ扶養家族の個人番号（マイナン

バー）を届けてもらう必要があること

を説明していた。

【甲１７，乙２４，審査の全趣旨】

(4) 年末調整資料にはマイナンバーの記載があることが望ましいが，一般的な

制度運用では，その記載がなくても会社は年末調整手続ができるところ，平

成２８年１２月９日時点では，会社は，マイナンバーの記載がないと年末調

整手続ができないとの誤った認識を持っていたことを認めている。

【当委員会に顕著な事実，審査の全趣旨】

第４ 判断

１ 平成２７年夏・冬賞与に関する救済申立期間について（争点１）

(1) 組合の主張

賃金の請求権は２年であり，「継続する行為」である。

(2) 会社の主張

特段の主張はなされていない。

(3) 当委員会の判断

ア 前記第３の４（５）及び５（１），（２）のとおり，会社の従業員への

賞与に係る考課は，夏賞与，冬賞与ごとに，それぞれ独立して行われ，そ

の考課に基づく一時金の支給行為は，１回限りのものであると認められる。
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イ したがって，平成２９年４月５日になされた救済申立てのうち，平成２

７年６月３０日に支給された夏賞与及び平成２７年１２月３０日に支給さ

れた冬賞与に係る格差の是正に関する申立ては，それぞれ支給の日から１

年を過ぎており，救済申立期間を徒過した不適法なものと言わざるを得ず，

これを却下するのが相当である。

２ 平成２７年及び平成２８年の夏・冬賞与の支給について（争点２）

(1) 組合の主張

ア A2組合員は，従来より一層誠実に職務に従事しているにもかかわらず，

会社は，賞与の減額をしている。

イ 会社は，「指導を十分に行ったが，改善が見られなかった。」と主張し

ているが，本当に指導するつもりがあるのなら，業務上何らかのトラブル

や事故が発生した場合，同じミスを繰り返さないために，本人を交えて行

われるべきであるが，会社のこの主張は，A2組合員が知らない文書の内容

に基づいたものである。

ウ この職場においては，生活相談員の仕事だけをしていれば済むのではな

く，昼間の入居者見守り業務などで介護職が誰もいない状態になり，生活

相談員としての本来業務の書類が書けない状況もあった。

エ 月末の各報告書提出についても注意喚起することなく，残業の申出に対

しても，他の従業員への対応とは異なり残業を許可しないなど，A2組合員

への対応は，指導とは認められない。

オ 生活相談員の業務遂行に当たって，施設利用者や従業員からの注意や指

導はそもそもなく，A2組合員が，Ｂ３施設長に，生活相談員業務について

報告・連絡・相談しようとするたびに，他の従業員に聞こえる声で叱責す

るように対応していた。A2組合員は，報告・連絡・相談が重要であること

は認識していたが，精神的に追い詰められ，それができない状況に追い込

まれていた。
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カ 会社は，各賞与の支給時期に合わせて人事考課を行い，賞与の支給額を

決定するとしているが，この人事考課の基準は曖昧かつ恣意的である。

キ 組合は，平成２７年７月７日の団体交渉において「人事考課制度廃止」

を要求として掲げ，平成２７年冬賞与から平成２８年冬賞与まで，賞与支

給のために必要とされる「人事考課表」の提出を，組合方針として拒否し

ているのは，人事考課制度そのものが，労働者を分断し，団結権を破壊す

るものであるからだ。

ク また，団体交渉において勤務成績の評価基準の開示要求をしたが，会社

は評価基準を開示していない。明確な基準や証拠がないということは，評

価する管理職の恣意的な判断により賞与支給額が決定されるということで

ある。

(2) 会社の主張

ア 人事考課制度は，平成２３年度に全従業員を対象として採用されたもの

であり，平成２７年度に組合の分会が結成されたこととは無関係であり，

組合の組合員のみを対象としたものでもない。

イ 人事考課制度は，従業員の業績貢献度等を評価し，その結果を給与，昇

進などに反映させるもので，従業員の仕事に対する意欲を向上させるとと

もに，経営能率の向上を目指すものである。

ウ 人事考課表の内容は，従業員の思想や信条に係るようなものではないし，

労働者を分断し，団結権を破壊するものなどではない。

エ A2組合員の平成２７年夏賞与の減額は，分会結成通告される前から決ま

っていた。A2組合員の賞与が減額となったのは，同人の勤務態度や勤務実

績に問題があったからであり，A2組合員が労働組合員でなかったとしても

賞与は減額されていたものである。

オ A2組合員が，生活相談員の業務の中で，自ら取り組んでいる「利用状況

報告書の作成」については，本来１か月当たり４０人から５０人分を作成

しなければならないところ，A2組合員は，平成２９年１月末には「一人分
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だけの二枚目程度」の同報告書の作成・提出すらできなかったことから，

A2組合員に代わり，施設長が自らその作成を行ったこともある。

カ 平成２７年の夏・冬賞与が前年に比べて下がっているのは，A2組合員は

同年度において，生活相談員としての業務に問題点が多く，報告書の作成

ができないことや利用者からのクレームに対する対応が不十分であり，ま

た職員とのコミュニケーションがとれなかったためである。A2組合員自身

も人事考課表においてできていないことを認めていた。

キ 平成２８年の夏・冬賞与については，平成２７年の指導を平成２８年に

活かして改善する態度がなかったためである。

ク A2組合員は，生活相談員としての業務がほとんど行えず，会社としては，

やむを得ず平成２７年７月２１日から，新たに生活相談員を採用した。

ケ また，A2組合員に会社作成の「相談員業務マニュアル」を示し，本人と

の協議により担当業務を決定した。これは，本人の意向が「ケアプランの

作成」と「退所時連絡表の作成」であったところ，会社としては，この両

方をこなすことは困難と考え，「退所時連絡表の作成」と「利用状況表の

作成」を提案し，本人の了承を得たものだが，この二つの業務もこなせて

いない。

コ A2組合員は，足が不自由であるため，身体に負担の大きい介助は避ける

ような配慮をしており，身体的ハンディの点については低評価を行ってい

ないが，事務作業の点については，健常者と同様の評価を行い，その結果

低い評価となっている。

(3) 当委員会の判断

平成２７年夏・冬賞与に関する救済申立てについては，争点１で判断した

とおり却下するのが相当であるが，平成２８年夏・冬賞与に係る救済申立て

の判断に関連があることから，以下併せて検討する。

ア 会社の人事考課制度について

(ｱ) 前記第３の４（１）のとおり，会社の人事考課制度は，従業員の業務
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成績等を評価し，賞与や昇給等の実施に際し，その基礎資料として活用

するもので，その制度自体は，分会結成通告前の平成２２年４月１日に，

全従業員を対象に導入されたものである。

(ｲ) また，会社が人事考課の際に用いる人事考課表について見ると，前記

第３の４（２）乃至（４）のとおり，評価すべき項目が具体的に示され

ており，さらに，被考課者自身も自己評価を行い，反省や今後の課題を

記載する様式となっているなど，一定の客観性，合理性を保つよう配慮

されていることが認められる。

(ｳ) 以上のことから，会社の人事考課制度は，労働者を分断し，団結権を

破壊するものであるとの組合の主張を採用することはできない。

(ｴ) ただ，会社が不当労働行為意思をもって人事考課制度を運用し，A2組

合員の賞与額や昇給額を決定したとすれば，会社の行為は不当労働行為

であることから，以下，争点２及び争点３の判断に当たっては，A2組合

員の勤務状況とともに，会社の人事考課制度の運用の合理性について検

討するものとする。

イ 賞与額の算定方法について

(ｱ) 前記第３の５（３）のとおり，賞与額は，「基本給×支給月数×賞与

算定評価率」により算出され，平成２３年以降，平成２８年の夏・冬賞

与までの支給月数はいずれも１．５か月である。

(ｲ) A2組合員の基本給は，入社以来１３５，０００円であることから，賞

与額は，人事考課の結果により決定される賞与算定評価率により増減す

ることとなる。

ウ 平成２７年夏賞与について

(ｱ) A2組合員の平成２７年夏賞与額は，前記第３の７（４）ア及び８

（１）アのとおり，賞与算定評価率が５０％となったことにより，平成

２６年夏賞与額と比べ，８１，０００円減額し，１０１，２５０円とな

っている。
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(ｲ) このことについて，前記第３の４（５）のとおり，平成２７年夏賞与

に係る人事考課は，平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日ま

での考課対象期間についてなされたものであり，また会社が分会結成を

知ったのは，前記第３の７（１）エのとおり，組合から分会結成通告を

受けた平成２７年６月３０日であることから，A2組合員の平成２７年夏

賞与額の決定・支給については，不当労働行為意思がなく，労働組合法

第７条第１号に規定する不利益取扱いであるとは認められない。

(ｳ) なお，A2組合員の賞与を減額していることの合理性について，以下検

討する。

a 平成２７年夏賞与に係る人事考課を見てみると，前記第３の７

（５）ア及びイのとおり，A2組合員自身の自己評価点数は２６点とな

っており，この自己評価点数は，それまでと比べて低い点数となって

いる。

b この点について，A2組合員は，「自己評価をよくするとパワハラを

されるのでないかとの恐怖心があり，Ｄ評価ばかりに丸をした。まと

もに物事が考えられる心境ではなかった。」旨証言している。

c しかしながら，証拠として提出された過去の人事考課表を見ると，

前記第３の７（５）ア及びイのとおり，A2組合員の自己評価点数は経

年的に低下しており，その都度，A2組合員は，反省の記述を行ってい

るが，平成２７年夏賞与に係る人事考課表では，過去の人事考課表と

比べても，具体的かつ詳細に「反省」と「今後の課題」が記述されて

いることから，２６点の自己評価点数は，当時のA2組合員の正直な自

己評価であると解するのが相当である。

d また，A2組合員の自己評価を受けて行った施設長の評価点数は，前

記第３の７（５）アのとおり，A2組合員の自己評価点数とほぼ同じ２

４点であり，その評価について，他に特段の作為的意図を認めるよう

な証拠はないことから，平成２７年夏賞与に係る人事考課は，不合理
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であるとまでは認められない。

エ 平成２７年冬賞与について

(ｱ) 前記第３の７（４）アのとおり，A2組合員の平成２７年冬賞与額は，

同年夏賞与と同額の１０１，２５０円となっている。

(ｲ) 前記第３の４（５）のとおり，平成２７年冬賞与に係る考課対象期間

は，平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日までであり，会社は，

同年冬賞与については，A2組合員の組合活動を認識した上で人事考課を

行い，賞与額を決定・支給しており，同年夏賞与とは異なり不当労働行

為に該当するか否かについて検討の余地がある。

(ｳ) このことについて，組合は，会社の行う人事考課には明確な基準がな

く，管理職の恣意的な判断で賞与額が決定される旨主張し，一方，会社

は，A2組合員の賞与の減額は，同人の勤務態度や勤務実績に問題がある

旨主張していることを踏まえて，以下検討する。

(ｴ) まず，同年冬賞与に係る考課対象期間中のA2組合員の勤務状況につい

て見ると，前記第３の７（３）キ（ア）乃至（チ）のとおり，A2組合員

は，Ｂ３施設長から多くの指導を受けており，Ｂ３施設長との話合いに

よって担当業務となった「身体拘束委員会委員長業務」も手つかずであ

ったため，委員長の任を解かれたり，退所時連絡表の作成において，以

前使用した文面と同様とするなど，勤務状況は良好といえるものではな

かった。

なお，組合からも，同年冬賞与の考課対象期間中におけるA2組合員の

勤務状況に関し，以前と比較して良好になったとの疎明はなされていな

い。

(ｵ) 一方，会社は，前記第３の７（４）アのとおり，A2組合員に対し，同

年冬賞与として，同年夏賞与と同額を支給しているが，A2組合員の勤務

状況が改善していないことから，同年夏賞与と同様，同年冬賞与に係る

人事考課も不合理とまでは認められず，不当労働行為意思を推認するこ



- 38 -

とはできない。

(ｶ) 以上のことから，A2組合員に対する，平成２７年冬賞与額の決定・支

給については，労働組合法第７条第１号に規定する不利益取扱いとは認

められない。

オ 平成２８年夏賞与について

(ｱ) A2組合員の平成２８年夏賞与額は，前記第３の７（４）ア及び８

（１）アのとおり，賞与算定評価率が４０％に低下したことにより，平

成２７年冬賞与額より２０，２５０円減額し，８１，０００円となって

いる。

(ｲ) 前記第３の４（５）のとおり，同年夏賞与に係る考課対象期間は，平

成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日までであり，前記第３の

７（５）アのとおり，この間におけるA2組合員に対する人事考課の施設

長評価点数は，２４点となっている。

(ｳ) この評価点数２４点は，賞与算定評価率が５０％であった平成２７年

夏賞与時と同じ点数ではあるが，前記第３の５（４）のとおり，会社の

人事考課制度は，評価点数に連動して直ちに賞与算定評価率が算出され

る仕組みにはなっていない。

(ｴ) 会社は，平成２８年夏賞与の考課対象期間において，前記第３の７

（３）キ（ツ）乃至（ニ）のとおり，A2組合員に対し，勤務状況の改善

を期待して度々業務指導を行っているが，A2組合員の勤務状況は，Ｂ３

施設長の業務指導を拒否したり，利用状況報告書の期限内提出ができず

社内文書を自宅に持ち帰るなど，決して良好なものとはいえず，また，

組合からも，当該期間のA2組合員の勤務状況が改善，向上したとの疎明

はない。

(ｵ) このように，指導の結果が勤務状況の改善に繋がっていない以上，

「指導を活かして改善する態度がなかった。」として，過去に同じ評価

点数であったときの賞与算定評価率より１０％低くしたことは，あなが
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ち不合理とまでは認められない。

(ｶ) また，平成２７年の会社の指導が十分に活かされていないことを踏ま

えての評価ということを勘案すると，平成２７年夏賞与に係る評価点数

２４点，及び同年冬賞与に係る評価点数２６点と比較しても，平成２８

年の夏賞与に係る施設長の評価点数２４点が，特に不自然とまではいえ

ず，そのほかに反組合的意図を認めるに足る証拠もない。

(ｷ) 以上のことから，平成２８年夏賞与額の決定・支給については，会社

の不当労働行為意思を推認することはできず，労働組合法第７条第１号

に規定する不利益取扱いとは認められない。

カ 平成２８年冬賞与について

(ｱ) A2組合員の平成２８年冬賞与額は，前記第３の７（４）ア及び８

（１）アのとおり，賞与算定評価率が３０％に更に低下したことにより，

平成２８年夏賞与額より２０，２５０円減額し，６０，７５０円となっ

ている。

(ｲ) 前記第３の４（５）のとおり，同年冬賞与に係る考課対象期間は，平

成２８年４月１日から平成２８年９月３０日までであり，前記第３の７

（５）アのとおり，この間におけるA2組合員に対する施設長評価点数は，

同年夏賞与時より６点低い１８点となっている。

(ｳ) この点について見ると，前記第３の７（３）キ（ヌ）乃至（ホ）のと

おり，平成２８年冬賞与の考課対象期間中においても，利用状況報告書

の期限内未提出により，当該業務を中止させられたり，利用者からのク

レームに関する顛末書を指示どおり提出しないなど，同年夏賞与の考課

対象期間中と比べてもより多くの指導がなされているにもかかわらず，

A2組合員の勤務状況は改善していないことから，同年夏賞与時より施設

長の評価点数を６点低くし，賞与算定評価率を３０％とした平成２８年

冬賞与に係る人事考課は，不合理とまでは認められない。

また，組合からも，当該期間のA2組合員の勤務状況が改善したとの疎
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明はなく，このほかにも施設長評価について，反組合的意図を認めるに

足る証拠もない。

(ｴ) 以上のことから，平成２８年冬賞与額の決定・支給については，会社

の不当労働行為意思を推認することはできず，労働組合法第７条第１号

に規定する不利益取扱いとは認められない。

キ 組合は，A2組合員の賞与額の決定について，以下のような主張も行って

いるが，次のとおり，いずれも採用することができない。

(ｱ) 組合は，A2組合員は誠実に職務に従事しているが，同人に対する会社

の指導が適切でない旨主張する。

確かに，平成２６年度において，A2組合員に遅刻や欠勤はなく，勤務

予定表どおりの勤務ができていたことは，会社も認めている。

ただ，前記第３の７（２）イ（ク）乃至（コ）のとおり，A2組合員の

勤務状況が良好とはいえないことから，前記第３の７（３）キのとおり，

会社は，何度も指導を行っている。

このような会社の指導にもかかわらず，A2組合員の勤務状況に改善が

みられないことから，その指導方法が，A2組合員にとって相応しいもの

であったかどうかについての問題は残るものの，会社の指導方法が，一

般的な指導方法としてとりわけ不適切とまではいえず，組合の主張は採

用できない。

(ｲ) 組合は，A2組合員が生活相談員としての本来業務ができない職場環境

であった旨主張するが，前記第３の７（２）ア（ウ）のとおり，A2組合

員の他にもう１名の生活相談員が配置されており，また，前記第３の７

（２）イ（サ）のとおり，自由に使えるパソコンが６台あり，作成すべ

き報告書の量も，軽減されるなどの配慮もされていることから，組合の

主張は採用できない。

(ｳ) 組合は，A2組合員の残業申出に対し，会社は，他の従業員との対応と

異なり，残業を許可しない旨主張する。
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確かに，第４の２（１）エのとおり，A2組合員が残業を申し出た場合

に退社を積極的に促すなど，他の従業員とは異なった対応が見受けられ

るが，A2組合員の勤務時間内での業務量を勘案すると，残業を許可しな

いことが直ちに不合理ともいえず，そのことから，不当労働行為意思を

推認することもできない。

(ｴ) 組合は，会社がA2組合員に対してのみ，指導メモを作成していること

や，Ｂ３施設長から，前記第３の７（３）オの内容の電話があったこと，

また，指導に際してＢ３施設長が，指導という名目で，ファイルを床に

叩きつけたり，壁を拳で殴るなどのパワーハラスメントを行っていた旨

主張する。

しかしながら，Ｂ３施設長の上記行為がパワーハラスメントに該当す

るか否かの判断は別として，指導メモは分会結成通告前から作成されて

いたものであり，また，分会結成通告後は，Ｂ３施設長による類似の行

為がなくなったことを組合も認めていることから，これらの行為を，会

社の不当労働行為意思を推認させる事実として認めることはできない。

ク なお，A2組合員の賞与の減額に関する救済申立てについては，以上判断

したとおりであるが，前記第３の７（３）キのとおり，A2組合員に対する

会社の指導内容は，「提出期限までに各種報告書を提出すること」，「マ

ニュアルに則った作業を行うこと」，「会社の書類を自宅に持ち帰って作

業を行わないこと」等，一般的には容易に改善が可能と思われるものであ

るが，会社の数年にわたる指導にもかかわらず，A2組合員の勤務状況に十

分な改善はみられていない。

このため，今後は，これまでの指導方法とは質的に異なるA2組合員の適

性に応じた指導の在り方について，労使双方が，真摯に議論し，改めて検

討する必要があると考える。

３ 昇給停止について（争点３）
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(1) 組合の主張

ア A2組合員が入社し，１年を経過した平成２３年５月から平成２６年まで

は，毎年，２，０００円の昇給（職務手当の支給）があり，現在，月８，

０００円が職務手当として支給されているが，組合が会社に対して分会結

成通告をした平成２７年６月３０日以降の昇給期からの昇給が停止されて

いる。

イ また，勤務年数５年を経過した者については，「職務手当による昇給分

５年分の合計を職務手当から基本給に移行する」とされているが，A2組合

員には適用されていない。

ウ 会社はA2組合員に対し，生活相談員業務の指導をしたものの改善が見ら

れなかったためと主張するが，A2組合員には，会社作成の「相談員業務マ

ニュアル」（乙第２７号証）の存在は知らされておらず，入社後５年７か

月を経過して初めて開示されたものであり，いつ作成されたものかもわか

らない。会社には，初めからA2組合員を生活相談員として指導・養成する

ことや，障がい者を雇用した事業所としての配慮責任を果たすつもりはな

かった。

エ また，A2組合員には，専用のパソコンはなく，退所時連絡表の作成等の

生活相談員業務を行う場合，他の従業員が使っているパソコンを借りなけ

ればできないという状況であった。

オ なお，退所時連絡表の内容については，Ｂ３施設長が赴任する以前は，

管理職等から特に指導はなく，さらに，その当時の賞与は満額支給されて

いた。利用者の御家族からの苦情等も発生していない。退職時連絡表の内

容の良し悪しを判断する基準は，存在しておらず，判断者によって異なっ

ており，良し悪しを判断すること自体不可能である。

(2) 会社の主張

ア 平成２７年度の昇給停止については，行為の日から１年を経過している

ので，却下されるべきである。
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イ 職務手当（昇給）は勤務後１年を経過した全従業員を対象とするが，必

ず支給（昇給）するものではない。勤務状況や勤務態度が不良の場合は，

支給（昇給）しないことがある。

ウ 賃金規定第１７条第１項本文では，「勤務年数５年を経過した者につい

ては昇給分５年分の合計を職務手当より基本給へ移行する。」と規定して

いるが，同項ただし書において「会社の業績の著しい低下，その他やむを

得ない事由がある場合にはこの限りではない。」とも規定しており，A2組

合員については，「やむを得ない事由」があるとして，基本給への移行を

見送っている。「やむを得ない事由」は，勤務状況に問題があったからで

ある。

エ A2組合員は，入社当時から障がい者枠での採用であり，他の従業員と比

較して業務成績が劣っていても，できる限り寛容に接し，教育指導に努め

てきていたが，会社としていつまでも寛容に接することができなくなった。

オ A2組合員の実際の業務は，ホールでの見守り支援，退所者の御家族様に

宛てる退所時連絡表の作成であるが，内容については前回の報告書の内容

が使い回されていたり，伝えなければならない重要な事項が記載されてお

らず，利用者の変化が把握できなかった。従業員との協調性についても，

周りの状況が読めず，また，自分で考えて行動することとなると，何をす

ればよいのかわからず動けなくなり，他の従業員にどうすればよいのか聞

くこともできない状況であった。

カ 平成２２年にＹ４施設 が開設され，平成２６年５月にＢ３施設長が就

任するまでの４年間で施設長は４名交代しているが，それまでの施設長も

A2組合員の勤務内容には問題点を感じながらも，身体的ハンディもあり，

そのうちできるようになるだろうと大目にみてきた。Ｂ３施設長になって

からは，A2組合員も入社して５年となるので，そのうちできるだろうとの

見方はできなくなり，きちんとした評価をしてきたということである。

キ 入社以来，平成２６年度までは身体的ハンディキャップへの配慮のもと，
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昇給を行ってきたが，このままでは他の従業員との判断基準に公平性を余

りに欠くこととなるため，平成２７年度の昇給は見送ったものであり，分

会を結成したこととは関係ない。

(3) 当委員会の判断

ア 救済申立期間について

(ｱ) 最高裁判例によると，「考課査定において，使用者が労働組合の組合

員について組合員であることを理由として，他の従業員より低く査定し

た場合，その賃金上の差別的取扱いの意図は，賃金の支払いによって具

体的に実現されるのであって，当該査定とこれに基づく毎月の賃金の支

払いとは一体として一個の不当労働行為をなすものとみるべきである。

そうすると，当該査定に基づく賃金の最後の支払時から１年以内にされ

たときは，当該救済の申立ては，労働組合法第２７条第２項の定める期

間内になされたものとみるべきである。」（最高裁平成３年６月４日判

決）とされている。

(ｲ) これを本件について見ると，前記第３の７（４）イのとおり，A2組合

員の職務手当（昇給）は，同人の昇給月である平成２７年７月に昇給を

しないことが決定されており，この決定によるA2組合員の職務手当の最

後の支払月が，平成２８年６月であることから，平成２９年４月５日に

なされた本件救済申立ては適法である。

イ A2組合員の平成２７年７月度昇給について

前記第３の６（２）のとおり，昇給対象者リストは，各昇給期前に作成

されており，A2組合員の平成２７年７月度の昇給に係る考課対象期間は，

平成２６年７月から平成２７年６月までである。

前記第４の２（３）ウ及びエで判断したとおり，平成２７年夏・冬賞与

に係る人事考課は，不合理とまでは認められないことから，考課対象期間

がほぼ重なる平成２７年７月度の昇給に係る人事考課にも一定の合理性が

認められること，また，考課対象期間が重ならない期間についても，A2組
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合員自身が，その間も勤務状況に変わりがない旨証言していること，さら

には，前記第３の８（２）のとおり，賞与算定評価率がA2組合員より高い

者や，夏賞与時から冬賞与時にかけ，賞与算定評価率が大きく改善した者

についても，昇給が停止された例も認められることから，A2組合員の昇給

を停止したことは，特に不自然とまではいえず，そのほかに会社の反組合

的意図を認めるに足る証拠もない。

以上のことから，A2組合員の平成２７年７月度の昇給停止については，

会社の不当労働行為意思を推認することはできず，労働組合法第７条第１

号に規定する不利益取扱いであるとは認められない。

ウ A2組合員の平成２８年７月度昇給について

A2組合員の平成２８年７月度の昇給に係る考課対象期間は，平成２７年

７月から平成２８年６月までである。

前記イで述べたことは，平成２８年７月度昇給についても同様に当ては

まる。

すなわち，前記第４の２（３）オ及びカでの判断のとおり，平成２８年

夏・冬賞与に係る人事考課は不合理とまでは認められないことから，考課

対象期間がほぼ重なる平成２８年７月度の昇給に係る人事考課にも一定の

合理性が認められること，また，考課対象期間が重ならない期間について

も，A2組合員自身が，その間も勤務状況に変わりがない旨証言しているこ

と，加えて，平成２８年７月度の昇給に係る考課対象期間におけるA2組合

員の勤務状況については，書証として提出されたA2組合員に対する指導メ

モに詳しく記載されており，それによると，前記第３の７（３）キ（エ）

乃至（ハ）のとおり，利用状況報告書や退所時連絡表等の作成状況は決し

て良好なものとはいえず，平成２７年７月度昇給に係る考課対象期間中の

勤務状況と比較して，改善しているとは考えられないこと，さらには，前

記第３の８（２）のとおり，賞与算定評価率がA2組合員より高い者や，夏

賞与時から冬賞与時にかけ，賞与算定評価率が大きく改善した者について
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も，昇給が停止された例も認められることから，A2組合員の昇給を停止し

たことは，特に不自然とまではいえず，そのほかに会社の反組合的意図を

認めるに足る証拠もない。

以上のことから，この期間における，A2組合員の組合活動が，前記第３

の３及び７（１）のとおりであったとしても，このことが，A2組合員の昇

給を停止した決定的な動機であるとはいえないことから，平成２８年７月

度においてA2組合員の昇給を停止したことについても，会社の不当労働行

為意思を推認することはできず，労働組合法第７条第１号に規定する不利

益取扱いとは認められない。

４ 年末調整手続について（争点４）

(1) 組合の主張

ア 年末調整の手続は，所得税法第６条に規定されているとおり「源泉徴収

義務者」が行うこととなっており，マイナンバー制度においても「番号提

供をもとめることができる。」にとどまり，番号提供を事業所が職員に対

して強制することはできない。

イ 徳島税務署に確認したところ，「マイナンバーを書かなくても年末調整

の処理はできる。」と回答を得ている。

(2) 会社の主張

ア A2組合員の平成２８年分の年末調整を行わなかったのは，マイナンバー

の提出がなかったからであり，A2組合員以外でもマイナンバーの提出がな

かった従業員への対応は同様であった。

イ なお，会社として今回の申立てを受け，一般的な制度運用を確認したと

ころ，年末調整資料にはマイナンバーの記載があることが望ましいが，な

くても年末調整を申請することは許されることを知った。この点，会社は

マイナンバーの記載がないと年末調整手続ができないとの認識が誤ってい

たことは認める。
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(3) 当委員会の判断

ア 所得税法第１９４条によると，給与の支払いを受ける者は，必要事項を

記載した扶養控除等申告書を，給与の支払者を経由して，所轄税務署長に

提出しなければならないとされている。

イ また，国税通則法第１２４条によると，申告書を提出する者は，当該申

告書にマイナンバーを記載しなければならないとされている。

ウ したがって，会社が，A2組合員にマイナンバーの記載を求める行為につ

いては，法的な手続としては妥当というべきである。

エ そして，会社は，前記第３の９（３）のとおり，全従業員に対して，

「マイナンバーに関するお願い」により，

・ 平成２８年１月から社会保障や税の分野の手続，災害対策でのマイナ

ンバーの利用が始まること

・ 給与所得の源泉徴収票，年末調整など社会保障と税に関する行政向け

提出書類に記載するために従業員はじめ扶養家族の個人番号（マイナン

バー）を届けてもらう必要があること

を説明していた。

オ もっとも，会社は，前記第３の９（４）のとおり，マイナンバーの記載

がないと年末調整手続ができないと誤った認識を持っていたことを認めて

いる。

カ 以上の事情を考慮すると，単にマイナンバーの提出がなかった事実に起

因して，会社の誤った認識によりA2組合員の年末調整手続が行われなかっ

たという結果を惹起したものと判断するのが相当である。

キ したがって，A2組合員の平成２８年分の年末調整手続を行わなかったこ

とに反組合的意図は認められず，労働組合法第７条第１号に規定する不利

益取扱いとは認められない。

５ 団体交渉に関する救済申立期間について（争点５）
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(1) 組合の主張

特段の主張はなされていない。

(2) 会社の主張

特段の主張はなされていない。

(3) 当委員会の判断

ア 前記第３の２（５）及び（６）のとおり，組合は会社に対して，平成２

８年２月１８日付け「２０１６年春闘要求書」により，同３月１６日まで

に文書で回答するよう求めたが，会社は，平成２８年３月１４日付けの

「回答書」により「団体交渉日に関しては，調整中にて回答致します。」

と回答した。

イ しかし，前記第３の２（７）及び（８）のとおり，会社からの団体交渉

日の回答がなかったため，組合は，平成２８年４月１日付け「２０１６年

春闘団体交渉日について」により，「貴社より団体交渉日の回答がありま

せん。速やかに日時を決め通知をされること。」を申し入れたところ，会

社は，平成２８年４月９日作成の「団体交渉の申入れについて」により

「団体交渉日においても調整が困難であり，応じることが出来かねま

す。」旨を回答した。

ウ 以上のことから，会社の団体交渉拒否が明らかとなったのは，早くても，

平成２８年４月９日であり，平成２９年４月５日になされた本件救済申立

ては適法となる。

６ 団体交渉に応じなかったことについて（争点６）

(1) 組合の主張

会社側とは２回の団体交渉を実施していることは事実であるが，その団体

交渉においても，団体交渉の議題である「A2組合員の賞与カット」の説明が

全くなされておらず，勤務評価の基準も明らかにせず，介護報酬の減額のた

めとの説明にとどまり，具体的な資料もなく，開示を要求しても，経営権を
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理由として開示をしていない。

(2) 会社の主張

ア 会社としては，過去の団体交渉において，組合の要求事項に対し，

・ 労働条件の変更については，従業員に周知して合意を得られるような

形で努力しているし，今後もそのつもりである。

・ パワハラが生じないよう研修等を行う。

・ 仕事を教えるということについての体制と基準作りについては，従業

員の仕事の内容や個人差によって仕事の教え方は様々であり，特に複雑

な仕事内容でもないことから，具体的な体制や基準の設定は考えていな

い。

・ 一人夜勤については，介護保険法に則って取り入れているので撤廃は

できない。

・ 残業をしてもらう場合には，従業員に理解を得て残業をしてもらい，

時間外労働の申請を行ってもらって残業代を支払っている。

・ 賞与に関する勤務評価の廃止及び基本給の引上げはできない。

・ 組合活動は自由であるが，掲示板の設置は認められない。

・ 賞与のカット率については勤務評価に基づいて実施した。

・ ３６協定については，毎年従業員の代表者との間で締結しているが，

今後は全体会議で従業員に周知する。

等の回答をしており，会社側の主張を理解し，納得してもらおうと誠実に

団体交渉に当たったが，労使双方の主張が対立し，これらの点については，

交渉が進展する見込みがなく，団体交渉を継続する余地がなくなったと判

断した。

イ 具体的には，組合の要求には，パワーハラスメントの事実やサービス残

業を前提とした未払残業代の存在など，事実誤認に基づく主張の繰り返し

であったり，一人夜勤や非正規職制度の撤廃など，非組合員に関する主張

の繰り返しであることから，平成２８年３月１４日付けの文書回答で尽き
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ると会社は考え，これ以上交渉が進展する見込みがないと判断したもので

ある。

(3) 当委員会の判断

ア 労働組合法第７条第２号は，労働者と使用者が対等の立場で交渉するこ

とにより，労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図るために規定

されたものである。このため本文に規定するとおり，会社は正当な理由な

く組合との団体交渉を拒否することはできない。

イ 前記第３の２（５）及び（９）のとおり，平成２８年２月１８日及び平

成２９年２月２１日付け団体交渉の開催申入れに対し，団体交渉が開催さ

れていないことは，両当事者間に争いのない事実である。

ウ したがって，本件不当労働行為の成否は，会社が団体交渉を行わないこ

とに正当な理由があるか否かによって判断されることとなる。以下このこ

とについて検討する。

(ｱ) 団体交渉の当事者について

a 労働組合法第７条にいう「使用者」とは，一般に，労働契約上の雇

用主をいうものであり，審査の全趣旨から，本件におけるA2組合員の

雇用主は，「 Ｙ会社 」である。

b しかし，組合は，甲第３号証，甲第４号証，甲第６号証及び甲第８

号証のとおり，「 Ｃ１グループ会長 Ｃ４ 」を名宛て人として

団体交渉を申し入れているが，一方，本件救済申立てにおいては，

「 Ｙ会社 」を被申立人としており，この

ほか， Ｃ１グループが団体交渉の当事者になるとの疎明もない。

c 以上のことから，団体交渉の当事者が，「 Ｙ会社

」であることは明らかであり，今後の団体交渉申入れにお

いては，「 Ｙ会社 」を名宛て人とすべき

である。

(ｲ) 団体交渉を継続することが困難な理由の有無について
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a 会社は，第４の６（２）のとおり，過去の団体交渉で，労使双方の

主張が対立し，今後，交渉が進展する見込みがなく，団体交渉を継続

する余地がない旨主張する一方で，会社側の証人で本件の補佐人とも

なっている Ｂ４証人は，過去の団体交渉以降，団体交渉を行わなか

ったのは，日程調整ができなかったためである旨証言している。

また，過去の団体交渉の議事録を見ると，組合の主な交渉事項とし

て，A2組合員の賞与減額理由を明らかにするよう求めているが，会社

は，介護報酬の減額という理由以外は，経営権に関することとして，

一切の回答をしなかったことから，組合は，前記第３の２（５）及び

（９）のとおり，平成２８年２月１８日及び平成２９年２月２１日付

けで，賞与の減額問題や基本給のアップ等を求めて団体交渉の申入れ

を行った。

b なお，賞与の支給は，労働者にとって，重大な労働条件の一つであ

り，その減額理由についても，いわゆる義務的団体交渉事項に当たる

ことから，会社は，可能な限り関係資料を提示して，その理由を具体

的に説明する必要があり，経営権を理由に一切の回答をせず，これ以

上，団体交渉を継続することは困難であるというようなことは許され

ないのであって，ましてや日程調整ができなかったという理由は到底

許されない。

また，賞与の減額問題以外の議題についても，会社は，組合と対面

の上，交渉議題に応じた適切な資料により，具体的に説明すべきであ

ったところ，そのような説明も行っていない。

c 以上のことから，会社が，平成２８年２月１８日及び平成２９年２

月２１日付けで，組合から申入れのあった事項を議題とする団体交渉

に応じなかったことに正当な理由はなく，労働組合法第７条第２号に

規定する不当労働行為であると認められ，会社は速やかにかつ誠実に

団体交渉に応じなければならない。
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７ 救済方法

前記第４の６（３）のとおり，被申立人が申立人から申入れのあった団体交

渉に応じなかったことは，労働組合法第７条第２号に該当するので，誠実に団

体交渉を実施し，それを担保することで十分であることから，主文第１項及び

第２項のとおり命ずるのが相当である。

また，組合は，謝罪文について前記第１の２（５）のとおり求めているが，

当委員会は，上記理由から，主文をもって足りると考える。

８ 付言

なお，本件申立てについては，以上のとおりであるが，今後の労使関係の安

定化を図るため，労働委員会として，労使双方に対し，次のとおり付言する。

(1) A2組合員への指導方法について

主文のとおり誠実な団体交渉の実施について救済命令を行うものであるが，

前記第４の２（３）キ（ア）及びクにおいても述べたとおり，紛争の根本的

解決には，A2組合員の勤務状況が良好な状態となり，その状態が維持される

ことが，不可欠である。このことは，会社や労働を提供するA2組合員にとど

まらず，職場内での連携，協力を進めていく上でも重要であることから，労

使間で十分に議論する必要があると考える。

このため，今後行う団体交渉においては，上記趣旨を踏まえ，主文第１項

の事項に加え，次の内容を当委員会として要望する。

・ 会社は，A2組合員に対する指導方法の改善に向けて，本命令書で示した，

これまでのA2組合員に対する会社の指導内容及びそれに対するA2組合員の

対応状況の各問題点を十分に再検討した上で，組合と誠実に協議を行うこ

と。

・ 労使双方は，指導方法の検討に際し，A2組合員の適性に対応した指導方

法に関する助言を専門家に求めるとともに，当該専門家の意見を踏まえ，
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A2組合員に対する指導方法について，誠実に対応すること。

(2) A2組合員の年末調整手続に係る会社の対応について

年末調整手続においては，扶養控除等申告書にマイナンバーの記載がなく

とも会社に提出することは可能であるにもかかわらず，A2組合員からの申出

に対し，手続の可否について十分な調査を行わず，同手続を行わなかった会

社の対応は適切でなかった。

A2組合員が，同手続に関し必要な協力依頼に応じなかったという事情は認

められるものの，今回判明した事実関係等を踏まえ，会社として今後，マイ

ナンバーの記載がなくとも年末調整手続を行うよう求める。

以上の認定した事実及び判断に基づき，当委員会は，労働組合法第２７条の１２

及び労働委員会規則第４３条の規定により主文のとおり命令する。

平成３０年４月１２日

徳島県労働委員会

会 長 豊 永 寛 二
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